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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年６月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２９年１２月１９日 １０時３０分ごろ～１１時００分ご

ろの間） 

発生場所 不明（青森県平内
ひらない

町双子
ふ た ご

鼻西北西方沖～平内町茂
も

浦
うら

漁港に至る間） 

事故の概要  漁船飛
ひ

龍
りゅう

丸は、帰航中、甲板員が落水して溺死した。 

事故調査の経過  平成２９年１２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 飛龍丸、４.５トン 

 ＡＭ３－３３５０３（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９５ｍ（Lr）×３.０４ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和６２年７月１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５０年１０月１６日 

  免許証交付日 平成２６年９月１１日 

         （平成３２年４月３０日まで有効） 

甲板員 女性 ６８歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雪、風向 南、風力 ２、視界 不明 

海象：海上 平穏、海面水温 約１２℃ 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、ほたて養殖作業の目的

で、平成２９年１２月１９日０７時００分ごろ茂浦漁港を出港し、双

子鼻西北西方約５００ｍのほたて
．．．

養殖施設で作業を行い、１０時３０

分ごろ帰航を開始した。 

 船長は、船首部にある操舵場所で１人で操船し、対地速力を約８ノ

ットとして南東進し、その後東南東方向へ変針して１１時００分ごろ

茂浦漁港に入港した際、甲板員が船内にいないことに気付いた。 

 船長は、直ちに僚船に連絡して海上保安庁及び所属の漁業協同組合

への通報を依頼後、帰航経路付近での甲板員の捜索に向かった。 

 甲板員は、本船、僚船及び巡視船による捜索中、１２時３８分ご
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ろ、茂浦漁港から西方約１.４海里（Ｍ）において漂流しているとこ

ろを僚船により発見、救助され、同漁港に運ばれた後、救急車で病院

に搬送されたが、１３時４１分ごろ死亡し、溺死と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 前部甲板、写真２ 操舵室

及び機関室、写真３ 後部甲板 参照） 

 その他の事項  船長は、ほたて養殖施設を出発時、甲板員が船首部の操舵場所付近

から左舷船尾方向へ歩いて行くのを見たが、その後、姿を見ていなか

った。（図１参照） 

  

 

 

 

 

         図１ 配置概略図 

本船のブルワークの甲板からの高さは、約０.５ｍであった。 

 甲板員は、ふだん、帰航中に後片付けを行っていた。 

 甲板員は、本事故当時、厚着をし、胴付きカッパ及び長靴を着用し

ていたが、救命胴衣を着用しておらず、また、体調不良等を訴えてい

なかった。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

 甲板員は、溺死した。 

 本船は、１９日１０時３０分ごろ双子鼻西北西方沖のほたて養殖施

設における作業を終えて出発した際、船長が、後部甲板の方へ歩いて

行く甲板員を見た後、１１時００分ごろ茂浦漁港に入港したときに甲

板員が船内にいないことが判明したことから、この間において、甲板

員が落水して溺死したものと考えられるが、その状況を明らかにする

ことはできなかった。  

原因  本事故は、本船が、双子鼻西北西方沖のほたて養殖施設における作

業を終えて帰航中、甲板員が落水して溺水したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船長は、航行中、時折乗組員の作業状況を確認すること。 

・救命胴衣の着用を徹底すること。 

・小型漁船のブルワーク頂部には、取外し式の手摺りを設けること

が望ましい。 

船首部の操舵場所 

操舵室 船長 

甲板員 

機関室 
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事故発生場所 

（平成２８年５月２４日 

 ０６時００分ごろ発生） 

           付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲板員が発見された場所 
（平成２９年１２月１９日 
１２時３８分ごろ） 

茂浦漁港 

茂浦港西防波堤灯台 

双子鼻 

青森県
平内町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                

青森県 
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写真１ 前部甲板          写真２ 操舵室及び機関室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             写真３ 後部甲板 

 

 

 

 

 

船首操舵場所 

操舵室 

機関室 

甲板員移動方向 


